
 情報公開条例及び個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成28年３月25日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第19号 

   情報公開条例及び個人情報保護条例の一部を改正する条例 

（情報公開条例の一部改正） 

第１条 情報公開条例（平成10年岩手県条例第49号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (１) ［略］ 

 (２) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画

及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、

当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有し

ているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (１) ［略］ 

 (２) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画

及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られた記録をいう。第32条を除き、以下同じ

。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実

施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第15条 開示請求に係る行政文書に県、国、独立行政法人等、県以外の地方公

共団体、地方独立行政法人、岩手県土地開発公社及び開示請求者以外の者（

以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。）に関する情報

が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該

情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が

定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第15条 開示請求に係る行政文書に県、国、独立行政法人等、県以外の地方公

共団体、地方独立行政法人、岩手県土地開発公社及び開示請求者以外の者（

以下この条、第19条第３項及び第20条において「第三者」という。）に関す

る情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって

、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施

機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる

。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 

 



３ 実施機関は、前２項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三

者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合にお

いて、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少

なくとも２週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、

開示決定後直ちに、当該意見書（第18条第１項及び第19条において「反対意

見書」という。）を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由

並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は、前２項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三

者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合にお

いて、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少

なくとも２週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、

開示決定後直ちに、当該意見書（第19条第１項及び第３項において「反対意

見書」という。）を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由

並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

  （審理員の指名等の適用除外） 

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行

政不服審査法（平成26年法律第68号）第９条第１項本文の規定は、適用しな

い。 

 （審査会への諮問等） 

第18条 開示決定等について行政不服審査法（昭和37年法律第160号）の規定

（第46条の規定により同法の規定の例によることとされる場合を含む。）に

基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定を

すべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、

岩手県情報公開審査会に諮問しなければならない。 

 （審査会への諮問等） 

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったとき

は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに

該当する場合を除き、速やかに、岩手県情報公開審査会に諮問しなければな

らない。 

 (１) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。  (１) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

 (２) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係る行政

文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同

じ。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を

開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が

提出されているときを除く。 

 (２) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全

部を開示することとする場合（当該行政文書の開示について反対意見書が

提出されている場合を除く。） 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）

は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重し

て、速やかに、当該不服申立てについての裁決又は決定をしなければならな

い。この場合において、当該裁決又は決定は、不服申立てを受理した日から

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替え

て適用する同法第29条第２項の弁明書の写し（同法第９条第３項において読

み替えて適用する同法第30条第１項に規定する反論書が提出された場合にあ

っては、弁明書の写し及び当該反論書の写し）を添えてしなければならない

 

 



起算して90日以内に行うよう努めなければならない。 。 

 ３ 第１項の規定により諮問をした実施機関（次項及び第28条において「諮問

実施機関」という。）は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなけ

ればならない。 

 (１) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加

人をいう。以下同じ。） 

 (２) 開示請求者（開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。

） 

 (３) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第

三者（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

４ 諮問実施機関は、第１項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、

その答申を尊重して裁決をしなければならない。 

５ 前項の裁決は、審査請求がされた日（行政不服審査法第23条の規定により

不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日）

から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。 

（諮問をした旨の通知）  

第19条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなけれ

ばならない。 

 

 (１) 不服申立人及び参加人  

 (２) 開示請求者（開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。

） 

 

 (３) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三

者（当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

 

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続）  （第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第20条 第15条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定

をする場合について準用する。 

第20条 第15条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場

合について準用する。 

 (１) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁  (１) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

 

 



決又は決定 

 (２) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政文

書を開示する旨の裁決又は決定（第三者である参加人が当該行政文書の開

示に反対の意思を表示している場合に限る。） 

 (２) 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る行政文書の全部を開示す

る旨の決定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する

旨の裁決（第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示

している場合に限る。） 

 （設置等） 

第23条 第18条第１項の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議す

るため、岩手県情報公開審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

 （設置等） 

第23条 第19条第１項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議する

ため、岩手県情報公開審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （会議） 

第27条 ［略］ 

 （会議） 

第27条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 審査会は、第18条第１項の規定による諮問のあった日から起算して60日以

内に答申するよう努めなければならない。 

４ 審査会は、第19条第１項の規定による諮問のあった日から起算して60日以

内に答申するよう努めなければならない。 

 （審査会の調査権限） 

第28条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

 （審査会の調査権限） 

第28条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に

関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関（以下「不服申立人等」という

。）に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知ってい

る事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができ

る。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関

し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関（以下「審査請求人等」という。

）に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている

事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる

。 

 （意見の陳述） 

第29条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人

等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。 

 （意見の陳述） 

第29条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人

等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、

その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定に基づき意見の陳述の機会を与えられた不服申立人又は参加人 ２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得 

 

 



は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。 て、補佐人とともに出頭することができる。 

 （意見書等の提出） 

第30条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することがで

きる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたと

きは、その期間内にこれを提出しなければならない。 

 （意見書等の提出） 

第30条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することがで

きる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたと

きは、その期間内にこれを提出しなければならない。 

 （委員による調査手続） 

第31条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第28条

第１項の規定に基づき提示された行政文書を閲覧させ、同条第４項の規定に

基づく調査をさせ、又は第29条第１項の規定に基づく不服申立人等の意見の

陳述を聴かせることができる。 

 （委員による調査手続） 

第31条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第28条

第１項の規定に基づき提示された行政文書を閲覧させ、同条第４項の規定に

基づく調査をさせ、又は第29条第１項本文の規定による審査請求人等の意見

の陳述を聴かせることができる。 

 （提出資料の閲覧） 

第32条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について不服申立人等

から閲覧の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあ

ると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努め

なければならない。 

 （提出資料の写しの送付等） 

第32条 審査会は、第28条第３項若しくは第４項又は第30条の規定による意見

書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し（電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。以下この項及び次項において同じ。）にあっては、当該電磁的

記録に記録された事項を記載した書面）を当該意見書又は資料を提出した審

査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利

益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、

この限りでない。 

 ２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲

覧（電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表

示したものの閲覧）を求めることができる。この場合において、審査会は、

第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があると

きでなければ、その閲覧を拒むことができない。 

 ３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさ

せようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審 

 

 



 査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要が

ないと認めるときは、この限りでない。 

２ 審査会は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。 ４ 審査会は、第２項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定するこ

とができる。 

 （調査審議手続の非公開） 

第33条 審査会の行う不服申立てに係る調査審議の手続は、公開しない。 

 （調査審議手続の非公開） 

第33条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。 

 （答申書の送付等）  （答申書の送付等） 

第34条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立

人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

第34条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求

人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

 （県が設立した地方独立行政法人等に対する異議申立て） 

第46条 県が設立した地方独立行政法人若しくは岩手県土地開発公社がした開

示決定等又は県が設立した地方独立行政法人若しくは岩手県土地開発公社に

対する開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該県が設立した地

方独立行政法人又は岩手県土地開発公社に対し、行政不服審査法の規定の例

により、異議申立てをすることができる。 

 （県が設立した地方独立行政法人等に対する審査請求） 

第46条 県が設立した地方独立行政法人若しくは岩手県土地開発公社がした開

示決定等又は県が設立した地方独立行政法人若しくは岩手県土地開発公社に

対する開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該県が設立した地

方独立行政法人又は岩手県土地開発公社に対し、審査請求をすることができ

る。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

（個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 個人情報保護条例（平成13年岩手県条例第７号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

 (３) 公文書 実施機関の職員（議会にあっては、事務局の職員に限る。以

下同じ。）が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員

 (３) 公文書 実施機関の職員（議会にあっては、事務局の職員に限る。以

下同じ。）が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られた記録をいう。第60条を除き、以下同じ。）であって、当該

 

 



が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

ただし、次に掲げるものを除く。 

実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有してい

るものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

 (４)・(５) ［略］ 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第20条 開示請求に係る個人情報に県、国、独立行政法人等、県以外の地方公

共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者（以下この条、第39条及

び第40条において「第三者」という。）に関する情報が含まれているときは

、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し

、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、

意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ ［略］ 

３ 実施機関は、前２項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三

者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出し

た場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日

との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合において、実

施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書（第38条第１項及び第39条におい

て「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及

びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

 (４)・(５) ［略］ 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第20条 開示請求に係る個人情報に県、国、独立行政法人等、県以外の地方公

共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者（以下この条、第39条第

３項及び第40条において「第三者」という。）に関する情報が含まれている

ときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者

に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知

して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ ［略］ 

３ 実施機関は、前２項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三

者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出し

た場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日

との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合において、実

施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書（第39条第１項及び第３項におい

て「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及

びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

 （特定個人情報の利用停止請求権）  （特定個人情報の利用停止請求権） 

第33条の２ 何人も、自己に関する特定個人情報が、次の各号のいずれかに該

当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求する

ことができる。ただし、当該特定個人情報の利用停止に関して法令等の規定

により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

第33条の２ 何人も、自己に関する第25条第１項各号に掲げる個人情報のうち

特定個人情報が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関

に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該特定

個人情報の利用停止に関して法令等の規定により特別の手続が定められてい

るときは、この限りでない。 

 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 

 



    第３節 救済措置     第３節 救済措置 

  （審理員の指名等の適用除外） 

第38条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若

しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査

法（平成26年法律第68号）第９条第１項本文の規定は、適用しない。 

 （審査会への諮問等） 

第38条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法

（昭和37年法律第160号）の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該

不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれか

に該当する場合を除き、速やかに、岩手県個人情報保護審査会に諮問しなけ

ればならない。 

 （審査会への諮問等） 

第39条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若

しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審

査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場

合を除き、速やかに、岩手県個人情報保護審査会に諮問しなければならない

。 

 (１) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。  (１) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

 (２) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係る個人

情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第40条第２号にお

いて同じ。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の

全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意

見書が提出されているときを除く。 

 (２) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全

部を開示することとする場合（当該個人情報の開示について反対意見書が

提出されている場合を除く。） 

 (３) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等（訂正請求の全部を容

認して訂正をする旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、当該不服

申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。 

 (３) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂

正をすることとする場合 

 (４) 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等（利用停止請求の

全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更

し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をする

こととするとき。 

 (４) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利

用停止をすることとする場合 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。） ２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替え 

は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重し て適用する同法第29条第２項の弁明書の写し（同法第９条第３項において読 

て、速やかに、当該不服申立てについての裁決又は決定をしなければならな み替えて適用する同法第30条第１項に規定する反論書が提出された場合にあ

 

 



い。この場合において、当該裁決又は決定は、不服申立てを受理した日から

起算して90日以内に行うよう努めなければならない。 

っては、弁明書の写し及び当該反論書の写し）を添えてしなければならない

。 

 ３ 第１項の規定により諮問をした実施機関（次項及び第56条において「諮問

実施機関」という。）は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなけ

ればならない。 

  (１) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加

人をいう。以下同じ。） 

 (２) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求

人又は参加人である場合を除く。） 

 (３) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第

三者（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

４ 諮問実施機関は、第１項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、

その答申を尊重して裁決をしなければならない。 

５ 前項の裁決は、審査請求がされた日（行政不服審査法第23条の規定により

不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日）

から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。 

 （諮問をした旨の通知） 

第39条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなけれ

ばならない。 

 

 (１) 不服申立人及び参加人  

 (２) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が不服申立

人又は参加人である場合を除く。） 

 

 (３) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三

者（当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

 

 （第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続）  （第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第40条 第20条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定

をする場合について準用する。 

第40条 第20条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場

合について準用する。 

 

 



 (１) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁

決又は決定 

 (１) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

 (２) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情

報を開示する旨の裁決又は決定（第三者である参加人が当該第三者に関す

る情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。） 

 (２) 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る個人情報の全部を開示す

る旨の決定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する

旨の裁決（第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の

意思を表示している場合に限る。） 

 （設置等） 

第51条 第38条第１項の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議す

るため、岩手県個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

 （設置等） 

第51条 第39条第１項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議する

ため、岩手県個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （会議） 

第55条 ［略］ 

 （会議） 

第55条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 審査会は、第38条第１項の規定による諮問のあった日から起算して60日以

内に答申するよう努めなければならない。 

４ 審査会は、第39条第１項の規定による諮問のあった日から起算して60日以

内に答申するよう努めなければならない。 

 （審査会の調査権限） 

第56条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

 （審査会の調査権限） 

第56条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に

関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関（以下「不服申立人等」という

。）に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知ってい

る事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることがで

きる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関

し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関（以下「審査請求人等」という。

）に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている

事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができ

る。 

 （意見の陳述） 

第57条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人

等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。 

 （意見の陳述） 

第57条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人

等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、

その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

 

 



２ 前項の規定に基づき意見の陳述の機会を与えられた不服申立人又は参加人

は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得

て、補佐人とともに出頭することができる。 

 （意見書等の提出） 

第58条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することがで

きる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたと

きは、その期間内にこれを提出しなければならない。 

 （意見書等の提出） 

第58条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することがで

きる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたと

きは、その期間内にこれを提出しなければならない。 

 （委員による調査手続） 

第59条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第56条

第１項の規定に基づき提示された公文書を閲覧させ、同条第４項の規定に基

づく調査をさせ、又は第57条第１項の規定に基づく不服申立人等の意見の陳

述を聴かせることができる。 

 （委員による調査手続） 

第59条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第56条

第１項の規定に基づき提示された公文書を閲覧させ、同条第４項の規定に基

づく調査をさせ、又は第57条第１項本文の規定による審査請求人等の意見の

陳述を聴かせることができる。 

 （提出資料の閲覧） 

第60条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について不服申立人等

から閲覧の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあ

ると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努め

なければならない。 

 （提出資料の写しの送付等） 

第60条 審査会は、第56条第３項若しくは第４項又は第58条の規定による意見

書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し（電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。以下この項及び次項において同じ。）にあっては、当該電磁的

記録に記録された事項を記載した書面）を当該意見書又は資料を提出した審

査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利

益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、

この限りでない。 

 ２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲

覧（電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表

示したものの閲覧）を求めることができる。この場合において、審査会は、

第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があると

きでなければ、その閲覧を拒むことができない。 

 ３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさ

 

 



せようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審

査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要が

ないと認めるときは、この限りでない。 

２ 審査会は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。 ４ 審査会は、第２項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定するこ

とができる。 

 （調査審議手続の非公開） 

第61条 審査会の行う不服申立てに係る調査審議の手続は、公開しない。 

 （調査審議手続の非公開） 

第61条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。 

 （答申書の送付等） 

第62条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立

人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

 （答申書の送付等） 

第62条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求

人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

２ 情報公開条例の規定による開示決定等又は開示請求に係る不作為についての不服申立てであって、行政不服審査法（平成26年法律第68号）附則第３条の規

定によりなお従前の例によることとされるものに係る裁決又は決定の手続については、なお従前の例による。 

３ 個人情報保護条例の規定による開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての不服申立

てであって、行政不服審査法附則第３条の規定によりなお従前の例によることとされるものに係る裁決又は決定の手続については、なお従前の例による。 
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